
 

一 

 
 

 

児
童
扶
養
手
当
法
及
び
国
民
年
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文 

○
児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
） 

抄 

（
第
一
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
用
語
の
定
義
） 

第
三
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
児
童
」
と
は
、
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
又
は
二
十
歳
未
満
で
政
令
で
定

め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
者
若
し
く
は
二
十
歳
未
満
で
学
校
教
育
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
大
学
の
学

生
若
し
く
は
同
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
の
生
徒
で
あ
る
者

そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
を
い
う
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
手
当
額
） 

第
五
条 

（
略
） 

２ 

第
四
条
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
児
童
で
あ
つ
て
、
父
が
監
護
し
、
か

つ
、
こ
れ
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
も
の
、
母
が
監
護
す
る
も
の
又
は
養
育
者

が
養
育
す
る
も
の
（
以
下
「
監
護
等
児
童
」
と
い
う
。
）
が
二
人
以
上
で
あ
る

父
、
母
又
は
養
育
者
に
支
給
す
る
手
当
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
そ
の
児
童
の
う
ち
一
人
を
除
い
た
児
童
に
つ
き
そ

れ
ぞ
れ
一
万
円
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

（
用
語
の
定
義
） 

第
三
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
児
童
」
と
は
、
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
又
は
二
十
歳
未
満
で
政
令
で
定

め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
者
を
い
う
。 

   

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
手
当
額
） 

第
五
条 

（
略
） 

２ 

第
四
条
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
児
童
で
あ
つ
て
、
父
が
監
護
し
、
か

つ
、
こ
れ
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
も
の
、
母
が
監
護
す
る
も
の
又
は
養
育
者

が
養
育
す
る
も
の
（
以
下
「
監
護
等
児
童
」
と
い
う
。
）
が
二
人
以
上
で
あ
る

父
、
母
又
は
養
育
者
に
支
給
す
る
手
当
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
そ
の
児
童
の
う
ち
一
人
を
除
い
た
児
童
に
つ
き
そ

れ
ぞ
れ
三
千
円
（
そ
の
う
ち
一
人
に
つ
い
て
は
、
五
千
円
）
を
加
算
し
た
額



  

二 

   

（
支
給
期
間
及
び
支
払
期
月
） 

第
七
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

手
当
は
、
毎
月
、
そ
の
前
月
分
を
支
払
う
。 

  

と
す
る
。 

  

（
支
給
期
間
及
び
支
払
期
月
） 

第
七
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

手
当
は
、
毎
年
四
月
、
八
月
及
び
十
二
月
の
三
期
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月

ま
で
の
分
を
支
払
う
。
た
だ
し
、
前
支
払
期
月
に
支
払
う
べ
き
で
あ
つ
た
手

当
又
は
支
給
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
期
の
手
当
は
、

そ
の
支
払
期
月
で
な
い
月
で
あ
つ
て
も
、
支
払
う
も
の
と
す
る
。 

 

 
 

  
 



 

三 

○
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
） 

抄 

（
第
二
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
失
踪
宣
告
の
場
合
の
取
扱
い
） 

第
十
八
条
の
四 

失
踪
の
宣
告
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
た
と
み
な
さ
れ

た
者
に
係
る
死
亡
を
支
給
事
由
と
す
る
給
付
の
支
給
に
関
す
る
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
七
条
の
二
、
第
四
十
九
条
第
一
項
、

第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
十
二
条
の
三
第
一
項
中
「
死
亡
日
」
と

あ
る
の
は
「
行
方
不
明
と
な
つ
た
日
」
と
し
、「
死
亡
の
当
時
」
と
あ
る
の
は

「
行
方
不
明
と
な
つ
た
当
時
」
と
す
る
。
た
だ
し
、
受
給
権
者
又
は
給
付
の

支
給
の
要
件
と
な
り
、
若
し
く
は
そ
の
額
の
加
算
の
対
象
と
な
る
者
の
身
分

関
係
、
年
齢
、
障
害
の
状
態
及
び
就
学
の
状
況
に
係
る
こ
れ
ら
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

第
三
十
三
条
の
二 

障
害
基
礎
年
金
の
額
は
、
受
給
権
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維

持
し
て
い
る
そ
の
者
の
子
（
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
並
び
に
二
十
歳
未
満
で
あ
つ
て
障
害
等
級
に
該
当

す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る
子
及
び
二
十
歳
未
満
で
あ
つ
て
学
生
等
（
学
校
教

育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
大
学

の
学
生
、
同
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
の
生
徒
そ
の
他
こ
れ

ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下
第
四
十
条
ま
で
に

（
失
踪
宣
告
の
場
合
の
取
扱
い
） 

第
十
八
条
の
四 

失
踪
の
宣
告
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
た
と
み
な
さ
れ

た
者
に
係
る
死
亡
を
支
給
事
由
と
す
る
給
付
の
支
給
に
関
す
る
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
七
条
の
二
、
第
四
十
九
条
第
一
項
、

第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
十
二
条
の
三
第
一
項
中
「
死
亡
日
」
と

あ
る
の
は
「
行
方
不
明
と
な
つ
た
日
」
と
し
、「
死
亡
の
当
時
」
と
あ
る
の
は

「
行
方
不
明
と
な
つ
た
当
時
」
と
す
る
。
た
だ
し
、
受
給
権
者
又
は
給
付
の

支
給
の
要
件
と
な
り
、
若
し
く
は
そ
の
額
の
加
算
の
対
象
と
な
る
者
の
身
分

関
係
、
年
齢
及
び
障
害
の
状
態
に
係
る
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

第
三
十
三
条
の
二 

障
害
基
礎
年
金
の
額
は
、
受
給
権
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維

持
し
て
い
る
そ
の
者
の
子
（
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
及
び
二
十
歳
未
満
で
あ
つ
て
障
害
等
級
に
該
当
す

る
障
害
の
状
態
に
あ
る
子
に
限
る
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
同
条
に
定
め
る
額
に
そ
の
子
一
人
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
七
万
四
千
九

百
円
に
改
定
率
（
第
二
十
七
条
の
三
及
び
第
二
十
七
条
の
五
の
規
定
の
適
用

が
な
い
も
の
と
し
て
改
定
し
た
改
定
率
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同



  

四 

お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
子
に
限
る
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
前
条
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
同
条
に
定
め
る
額
に
そ
の
子
一
人
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
七
万
四
千

九
百
円
に
改
定
率
（
第
二
十
七
条
の
三
及
び
第
二
十
七
条
の
五
の
規
定
の
適

用
が
な
い
も
の
と
し
て
改
定
し
た
改
定
率
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
う
ち
二
人
ま
で
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

二
十
二
万
四
千
七
百
円
に
改
定
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
れ
ら
の
額
に

五
十
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上

百
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と

す
る
。
）
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

２ 

受
給
権
者
が
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
日
の
翌
日
以
後
に
そ
の
者
に
よ
つ
て

生
計
を
維
持
し
て
い
る
そ
の
者
の
子
（
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
並
び
に
二
十
歳
未
満
で
あ
つ
て
障
害
等

級
に
該
当
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る
子
及
び
二
十
歳
未
満
で
あ
つ
て
学
生
等

で
あ
る
子
に
限
る
。
）
を
有
す
る
に
至
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ

り
そ
の
額
を
加
算
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
子
を
有
す
る
に
至
つ

た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
、
障
害
基
礎
年
金
の
額
を
改
定
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
額
が
加
算
さ
れ
た
障
害
基
礎
年
金
に
つ
い
て

は
、
子
の
う
ち
の
一
人
又
は
二
人
以
上
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
該
当
す
る
に
至
つ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か

ら
、
そ
の
該
当
す
る
に
至
つ
た
子
の
数
に
応
じ
て
、
年
金
額
を
改
定
す
る
。 

一
～
五 

（
略
） 

じ
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
う
ち
二
人
ま
で
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二

十
二
万
四
千
七
百
円
に
改
定
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
れ
ら
の
額
に
五

十
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百

円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す

る
。
）
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

    

２ 

受
給
権
者
が
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
日
の
翌
日
以
後
に
そ
の
者
に
よ
つ
て

生
計
を
維
持
し
て
い
る
そ
の
者
の
子
（
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
及
び
二
十
歳
未
満
で
あ
つ
て
障
害
等
級

に
該
当
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る
子
に
限
る
。
）
を
有
す
る
に
至
つ
た
こ
と
に

よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
額
を
加
算
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、

当
該
子
を
有
す
る
に
至
つ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
、
障
害
基
礎
年
金

の
額
を
改
定
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
額
が
加
算
さ
れ
た
障
害
基
礎
年
金
に
つ
い
て

は
、
子
の
う
ち
の
一
人
又
は
二
人
以
上
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
該
当
す
る
に
至
つ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か

ら
、
そ
の
該
当
す
る
に
至
つ
た
子
の
数
に
応
じ
て
、
年
金
額
を
改
定
す
る
。 

一
～
五 

（
略
） 



 

五 

六 

十
八
歳
に
達
し
た
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
が
終
了
し
た
と

き
。
た
だ
し
、
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る
と
き
又
は
学

生
等
で
あ
る
と
き
を
除
く
。 

七 

障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る
子
に
つ
い
て
そ
の
事
情
が

や
ん
だ
と
き
及
び
学
生
等
で
あ
る
子
に
つ
い
て
学
生
等
で
な
く
な
つ
た
と

き
。
た
だ
し
、
そ
の
子
が
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
と
き
を
除
く
。 

八 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

 

（
遺
族
の
範
囲
） 

第
三
十
七
条
の
二 

遺
族
基
礎
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
配
偶
者
又
は
子

は
、
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
配
偶
者
又
は
子
（
以
下
単
に

「
配
偶
者
」
又
は
「
子
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者

で
あ
つ
た
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
、
か
つ
、
次

に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
た
も
の
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

  

二 

子
に
つ
い
て
は
、
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
あ
る
か
又
は
二
十
歳
未
満
で
あ
つ
て
障
害
等
級
に
該
当
す
る

六 

十
八
歳
に
達
し
た
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
が
終
了
し
た
と

き
。
た
だ
し
、
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る
と
き
を
除
く
。 

 

七 

障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る
子
に
つ
い
て
、
そ
の
事
情

が
や
ん
だ
と
き
。
た
だ
し
、
そ
の
子
が
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
と
き
を
除
く
。 

 

八 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

 

（
遺
族
の
範
囲
） 

第
三
十
七
条
の
二 

遺
族
基
礎
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
配
偶
者
又
は
子

は
、
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
配
偶
者
又
は
子
（
以
下
単
に

「
配
偶
者
」
又
は
「
子
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者

で
あ
つ
た
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
、
か
つ
、
次

に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
た
も
の
と
す
る
。 

一 

配
偶
者
に
つ
い
て
は
、
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
死
亡

の
当
時
そ
の
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
、
か
つ
、
次
号
に
掲
げ
る
要
件

に
該
当
す
る
子
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
こ
と
。 

二 

子
に
つ
い
て
は
、
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
あ
る
か
又
は
二
十
歳
未
満
で
あ
つ
て
障
害
等
級
に
該
当
す
る



  

六 

障
害
の
状
態
に
あ
る
か
若
し
く
は
二
十
歳
未
満
で
あ
つ
て
学
生
等
で
あ

り
、
か
つ
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
こ
と
。 

２
・
３ 
（
略
） 

 

第
三
十
九
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

配
偶
者
に
支
給
す
る
遺
族
基
礎
年
金
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る

子
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
子
の
う
ち
一
人
を
除
い
た
子
の

一
人
又
は
二
人
以
上
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き

は
、
そ
の
該
当
す
る
に
至
つ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
、
そ
の
該
当
す

る
に
至
つ
た
子
の
数
に
応
じ
て
、
年
金
額
を
改
定
す
る
。 

一
～
五 

（
略
） 

六 

十
八
歳
に
達
し
た
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
が
終
了
し
た
と

き
。
た
だ
し
、
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る
と
き
又
は
学

生
等
で
あ
る
と
き
を
除
く
。 

七 

障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る
子
に
つ
い
て
そ
の
事
情
が

や
ん
だ
と
き
及
び
学
生
等
で
あ
る
子
に
つ
い
て
学
生
等
で
な
く
な
つ
た
と

き
。
た
だ
し
、
そ
の
子
が
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
と
き
を
除
く
。 

八 

（
略
） 

 

障
害
の
状
態
に
あ
り
、
か
つ
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
こ
と
。 

 

２
・
３ 

（
略
） 

 

第
三
十
九
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

配
偶
者
に
支
給
す
る
遺
族
基
礎
年
金
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る

子
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
子
の
う
ち
一
人
を
除
い
た
子
の

一
人
又
は
二
人
以
上
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き

は
、
そ
の
該
当
す
る
に
至
つ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
、
そ
の
該
当
す

る
に
至
つ
た
子
の
数
に
応
じ
て
、
年
金
額
を
改
定
す
る
。 

一
～
五 

（
略
） 

六 

十
八
歳
に
達
し
た
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
が
終
了
し
た
と

き
。
た
だ
し
、
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る
と
き
を
除
く
。 

 

七 

障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る
子
に
つ
い
て
、
そ
の
事
情

が
や
ん
だ
と
き
。
た
だ
し
、
そ
の
子
が
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
と
き
を
除
く
。 

 

八 

（
略
） 

 



 

七 

（
失
権
） 

第
四
十
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

子
の
有
す
る
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
消

滅
す
る
ほ
か
、
子
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、

消
滅
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

十
八
歳
に
達
し
た
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
が
終
了
し
た
と

き
。
た
だ
し
、
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る
と
き
又
は
学

生
等
で
あ
る
と
き
を
除
く
。 

三 

障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る
子
に
つ
い
て
そ
の
事
情
が

や
ん
だ
と
き
及
び
学
生
等
で
あ
る
子
に
つ
い
て
学
生
等
で
な
く
な
つ
た
と

き
。
た
だ
し
、
そ
の
子
が
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
と
き
を
除
く
。 

四 

（
略
） 

 

第
九
十
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
被
保
険
者
等
か
ら
申
請
が
あ

つ
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
そ
の
指
定
す
る
期
間
（
次
条
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
期
間
又
は
学
校
教
育
法
第
五
十
条

に
規
定
す
る
高
等
学
校
の
生
徒
、
同
法
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
大
学
の
学

生
そ
の
他
の
生
徒
若
し
く
は
学
生
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
学

（
失
権
） 

第
四
十
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

子
の
有
す
る
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
消

滅
す
る
ほ
か
、
子
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、

消
滅
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

十
八
歳
に
達
し
た
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
が
終
了
し
た
と

き
。
た
だ
し
、
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る
と
き
を
除
く
。 

 

三 

障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る
子
に
つ
い
て
、
そ
の
事
情

が
や
ん
だ
と
き
。
た
だ
し
、
そ
の
子
が
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
と
き
を
除
く
。 

 

四 

（
略
） 

 

第
九
十
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
被
保
険
者
等
か
ら
申
請
が
あ

つ
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
そ
の
指
定
す
る
期
間
（
次
条
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
期
間
又
は
学
校
教
育
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
条
に
規
定
す
る
高
等
学
校
の
生
徒
、
同

法
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
大
学
の
学
生
そ
の
他
の
生
徒
若
し
く
は
学
生
で



  

八 

生
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
期
間
若
し
く
は
学
生
等
で
あ
つ
た
期
間
を
除
く
。
）

に
係
る
保
険
料
に
つ
き
、
既
に
納
付
さ
れ
た
も
の
を
除
き
、
こ
れ
を
納
付
す

る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
し
、
申
請
の
あ
つ
た
日
以
後
、
当
該
保
険
料
に

係
る
期
間
を
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
険
料
全
額
免
除
期
間
（
第
九
十

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
追
納
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
追

納
に
係
る
期
間
を
除
く
。
）
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
世
帯
主

又
は
配
偶
者
の
い
ず
れ
か
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一
～
五 

（
略
） 

 

２
～
４ 

（
略
） 

 

（
受
給
権
者
に
関
す
る
調
査
） 

第
百
七
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
受
給
権
者

に
対
し
て
、
そ
の
者
の
身
分
関
係
、
障
害
の
状
態
、
就
学
の
状
況
そ
の
他
受

給
権
の
消
滅
、
年
金
額
の
改
定
若
し
く
は
支
給
の
停
止
に
係
る
事
項
に
関
す

る
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
提
出
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
を
し

て
こ
れ
ら
の
事
項
に
関
し
受
給
権
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 

あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
学
生
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
期
間
若

し
く
は
学
生
等
で
あ
つ
た
期
間
を
除
く
。
）
に
係
る
保
険
料
に
つ
き
、
既
に
納

付
さ
れ
た
も
の
を
除
き
、
こ
れ
を
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
し
、

申
請
の
あ
つ
た
日
以
後
、
当
該
保
険
料
に
係
る
期
間
を
第
五
条
第
三
項
に
規

定
す
る
保
険
料
全
額
免
除
期
間
（
第
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
追
納

が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
追
納
に
係
る
期
間
を
除
く
。
）
に
算
入

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
世
帯
主
又
は
配
偶
者
の
い
ず
れ
か
が
次
の

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一
～
五 

（
略
） 

 

２
～
４ 

（
略
） 

 

（
受
給
権
者
に
関
す
る
調
査
） 

第
百
七
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
受
給
権
者

に
対
し
て
、
そ
の
者
の
身
分
関
係
、
障
害
の
状
態
そ
の
他
受
給
権
の
消
滅
、

年
金
額
の
改
定
若
し
く
は
支
給
の
停
止
に
係
る
事
項
に
関
す
る
書
類
そ
の
他

の
物
件
を
提
出
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
を
し
て
こ
れ
ら
の
事

項
に
関
し
受
給
権
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 

 

   
 


